
芦屋市条例第３５号 

  

  

使用料・手数料の適正化に係る関係条例の整備に関する条例 

  

 

 （芦屋市手数料条例の一部改正） 

第１条 芦屋市手数料条例（平成１２年芦屋市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１ 総務関係～４ 消防関係 （略） １ 総務関係～４ 消防関係 （略） 

５ その他共通関係 ５ その他共通関係 

番

号 

事務 名称 金額 

１ 道路の幅員に関する

証明 

道路幅員証明手数料 １件につき 

４３０円 

２

～

４ 

（略） （略） （略） 

 

番

号 

事務 名称 金額 

１ 道路の幅員に関する

証明 

道路幅員証明手数料 １件につき 

３６０円 

２

～

４ 

（略） （略） （略） 

 

 

（芦屋市立打出教育文化センター条例の一部改正） 

第２条 芦屋市立打出教育文化センター条例（平成２年芦屋市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 



 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

施設使用料金表 施設使用料金表 

室名 広さ 収容人

員 

使用料金 

会議室・和室 午前９時～

正午 

正午～午後

６時 

午後６時～

午後９時 

大会議室 １３５

m２ 

７２人 １ 時 間 に つ

き１，７４０

円 

１ 時 間 に つ

き１，５２０

円 

１ 時 間 に つ

き１，９４０

円 

小会議室 ５０m２ ２４人 １ 時 間 に つ

き５６０円 

１ 時 間 に つ

き５１０円 

１ 時 間 に つ

き６６０円 

和室 １８畳 １８人 １ 時 間 に つ

き８８０円 

１ 時 間 に つ

き７５０円 

１ 時 間 に つ

き９７０円 

調理スペー

ス 

４８m２ １７人 午前９時～

正午 

正午～午後

２時３０分 

午 後 ２ 時 ３

０ 分 ～ 午 後

５時 

３，４５０

円

２，８８０

円

２，８８０

円
 

室名 広さ 収容人

員 

使用料金 

会議室・和室 午前９時～

正午 

正午～午後

６時 

午後６時～

午後９時 

大会議室 １３５

m２ 

７２人 １ 時 間 に つ

き１，４５０

円 

１ 時 間 に つ

き１，２７０

円 

１ 時 間 に つ

き１，６２０

円 

小会議室 ５０m２ ２４人 １ 時 間 に つ

き４７０円 

１ 時 間 に つ

き４３０円 

１ 時 間 に つ

き５５０円 

和室 １８畳 １８人 １ 時 間 に つ

き７４０円 

１ 時 間 に つ

き６３０円 

１ 時 間 に つ

き８１０円 

調理スペー

ス 

４８m２ １７人 午前９時～

正午 

正午～午後

２時３０分 

午 後 ２ 時 ３

０ 分 ～ 午 後

５時 

２，８８０

円

２，４００

円

２，４００

円
 

備考 （略） 備考 （略） 

 

（芦屋市立学校使用条例の一部改正） 



第３条 芦屋市立学校使用条例（昭和２７年芦屋市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
 

改正後 改正前 

第５条 使用を許可された者は次の種別により使用料を納付しな

ければならない。 

第５条 使用を許可された者は次の種別により使用料を納付しな

ければならない。 

種別 使用料 

昼間 

自午前８時 

至午後５時 

夜間 

自午後５時 

至午後９時３０

分 

昼夜間 

自午前８時 

至午後９時３０

分 

講堂  ４，３２０円  ５，７６０円 １０，０８０円

遊戯室 ２，１６０円 ２，８８０円 ５，０４０円

教室その他の

室１教室につ

き 

１，７２０円 ２，５９０円 ４，３１０円

校庭 午前 １，４４０

円

午後 １，４４０

円

２，１６０円 ３，６００円

 

種別 使用料 

昼間 

自午前８時 

至午後５時 

夜間 

自午後５時 

至午後９時３０

分 

昼夜間 

自午前８時 

至午後９時３０

分 

講堂       

Ａ（精小、

宮小） 

３，６００円 ４，８００円 ８，４００円

Ｂ（その他

の学校） 

２，４００円 ３，６００円 ６，０００円

遊戯室 １，８００円 ２，４００円 ４，２００円

教室その他の

室１教室につ

き 

１，４４０円 ２，１６０円 ３，６００円

校庭 午前 １，２００

円

午後 １，２００

円

１，８００円 ３，０００円

 

２ （略） ２ （略） 



 

 （芦屋市立公民館設置条例の一部改正） 

第４条 芦屋市立公民館設置条例（昭和５１年芦屋市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

別表第１（第７条関係） 別表第１（第７条関係） 

公民館施設使用料金表 公民館施設使用料金表 

室名 収容人員

又は広さ 

施設使用料金 

朝 

午前９時～

正午 

昼 

午後１時～午

後５時 

夜 

午後６時～午

後９時３０分 

  人 円 円 円

１１３室 ２０ １，５６０ ２，０１０ ２，２３０

１１４室 ３０ ３，２４０ ３，８００ ４，１３０

１１５室 １０ ７８０ ８９０ １，１１０

１１６多目的

室 

３５

(７５)

４，３６０ ５，１４０ ５，８１０

２１１室 ２０ １，５６０ ２，０１０ ２，２３０

２１２室 １５ １，２３０ １，４５０ １，９００

２１３幼児室 ２５ １，９００ ２，１２０ ２，５７０

２１４料理室 ３０ ４，５８０ ５，３６０ ６，１６０

２１５美術室 ３０ ３，４６０ ４，０２０ ４，５８０

２１６工芸室 １５ １，７８０ ２，１２０ ２，４６０

室名 収容人員

又は広さ 

施設使用料金 

朝 

午前９時～

正午 

昼 

午後１時～午

後５時 

夜 

午後６時～午

後９時３０分 

  人 円 円 円

１１３室 ２０ １，４２０ １，８３０ ２，０３０

１１４室 ３０ ２，９５０ ３，４６０ ３，７６０

１１５室 １０ ７１０ ８１０ １，０１０

１１６多目的

室 

３５

(７５)

３，９７０ ４，６８０ ５，２９０

２１１室 ２０ １，４２０ １，８３０ ２，０３０

２１２室 １５ １，１２０ １，３２０ １，７３０

２１３幼児室 ２５ １，７３０ １，９３０ ２，３４０

２１４料理室 ３０ ４，１７０ ４，８８０ ５，６００

２１５美術室 ３０ ３，１５０ ３，６６０ ４，１７０

２１６工芸室 １５ １，６２０ １，９３０ ２，２４０



改正後 改正前 

２１７室 ３０ ２，７９０ ３，２４０ ３，４６０

２１８講義室 ６０ ３，３５０ ３，９１０ ４，１３０

２１９音楽室 ６０

(１４０)

９，６２０ １１，４１０ １２，９９０

２１９音楽室

控室 

８ ５５０ ６７０ ７８０

２２０和室 １６ １，７８０ ２，１２０ ２，４６０

展示場 ９１m２ ６，９４０ ８，０６０ ８，０６０
 

２１７室 ３０ ２，５４０ ２，９５０ ３，１５０

２１８講義室 ６０ ３，０５０ ３，５６０ ３，７６０

２１９音楽室 ６０

(１４０)

８，７５０ １０，３８０ １１，８１０

２１９音楽室

控室 

８ ５００ ６１０ ７１０

２２０和室 １６ １，６２０ １，９３０ ２，２４０

展示場 ９１m２ ６，３１０ ７，３３０ ７，３３０
 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第２（第８条関係） 別表第２（第８条関係） 

附属設備等使用料金表 附属設備等使用料金表 

種別 品名 単位 使用料金

（円） 

備考 

映写装

置 

液晶プロジェクター １台 ３，６６０スクリーンを

含む。 

ビデオテープレコーダ

ー・ＤＶＤプレーヤー 

１台 ９７０モニターテレ

ビを含む。 

音響装

置 

マイクロホン １本 ９７０ 

ワイヤレスマイクロホ

ン 

１本 ９７０ 

テープレコーダー １台 ９７０ＣＤデッキ等

を含む。 

音楽関

係 

ピアノ １台 ２，１９０ 

指揮台 １台 ７３０ 

譜面台 １組 ７３０（１組１５

本） 

美術・

工芸関

イーゼル １組 ９７０画板付（１組

１５本） 

種別 品名 単位 使用料金

（円） 

備考 

映写装

置 

液晶プロジェクター １台 ３，０５０スクリーンを

含む。 

ビデオテープレコーダ

ー・ＤＶＤプレーヤー 

１台 ８１０モニターテレ

ビを含む。 

音響装

置 

マイクロホン １本 ８１０ 

ワイヤレスマイクロホ

ン 

１本 ８１０ 

テープレコーダー １台 ８１０ＣＤデッキ等

を含む。 

音楽関

係 

ピアノ １台 １，８３０ 

指揮台 １台 ６１０ 

譜面台 １組 ６１０（１組１５

本） 

美術・

工芸関

イーゼル １組 ８１０画板付（１組

１５本） 



改正後 改正前 

係 モデル台 １式 ９７０ 

陶芸窯 １式 ２，１９０ 

   

スポットライト １台 ７３０美術室に限

る。 

その他 ロッカー １区

分 

１，０９０ 

スチール棚 １区

分 

１，４６０ 

パーソナルコンピュー

タ 

１台 ３６０ 

 備考 （略） 

係 モデル台 １式 ８１０ 

陶芸窯 １式 １，８３０ 

電動式ろくろ １組 ８１０ 

スポットライト １台 ６１０美術室に限

る。 

その他 ロッカー １区

分 

９１０ 

スチール棚 １区

分 

１，２２０ 

パーソナルコンピュー

タ 

１台 ３００ 

備考 （略） 

 

 （芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第５条 芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例（昭和４７年芦屋市条例第２６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

別表第１（第１０条関係） 別表第１（第１０条関係） 

体育館・青少年センター使用料金表 体育館・青少年センター使用料金表 

１ 専用使用 １ 専用使用 

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 



改正後 改正前 

 午 前 ９ 時 か

ら 午 前 １ １

時 ５ ０ 分 ま

で 

正 午 か ら 午

後 ２ 時 ５ ０

分まで 

午後３時か

ら午後５時

５０分まで 

午後６時か

ら午後８時

５０分まで 

競技場 円

１４，６８０

円

１４，６８０

円

１４，６８０

円

２９，３７０

剣道場 ２，４４０ ２，４４０ ２，４４０ ６，０４０

柔道場 ２，４４０ ２，４４０ ２，４４０ ６，０４０

弓道場 弓道使

用 

２，４４０ ２，４４０ ２，４４０ ６，０４０

その他

使用 

３，７４０ ３，７４０ ３，７４０ ８，７８０

控え室 ２，０１０ ２，０１０ ２，０１０ ３，１６０

多目的室(１) ８６０ ８６０ ８６０ １，５８０

多目的室(２) １，７２０ １，７２０ １，７２０ ２，５９０

多目的室(３) ２，８８０ ２，８８０ ２，８８０ ４，８９０

大会議室 ２，８８０ ２，８８０ ２，８８０ ４，８９０

第１会議室 １，０００ １，０００ １，０００ １，８７０

第２会議室 ８６０ ８６０ ８６０ １，５８０

第１研修室 １，８７０ １，８７０ １，８７０ ２，８８０

第２研修室 １，８７０ １，８７０ １，８７０ ２，８８０

音楽室 ２，５９０ ２，５９０ ２，５９０ ３，６００

多目的研修室 １，１５０ １，１５０ １，１５０ ２，１６０
 

 午 前 ９ 時 か

ら 午 前 １ １

時 ５ ０ 分 ま

で 

正 午 か ら 午

後 ２ 時 ５ ０

分まで 

午後３時か

ら午後５時

５０分まで 

午後６時か

ら午後８時

５０分まで 

競技場 円

１２，２４０

円

１２，２４０

円

１２，２４０

円

２４，４８０

剣道場 ２，０４０ ２，０４０ ２，０４０ ５，０４０

柔道場 ２，０４０ ２，０４０ ２，０４０ ５，０４０

弓道場 弓道使

用 

２，０４０ ２，０４０ ２，０４０ ５，０４０

その他

使用 

３，１２０ ３，１２０ ３，１２０ ７，３２０

控え室 １，６８０ １，６８０ １，６８０ ２，６４０

多目的室(１) ７２０ ７２０ ７２０ １，３２０

多目的室(２) １，４４０ １，４４０ １，４４０ ２，１６０

多目的室(３) ２，４００ ２，４００ ２，４００ ４，０８０

大会議室 ２，４００ ２，４００ ２，４００ ４，０８０

第１会議室 ８４０ ８４０ ８４０ １，５６０

第２会議室 ７２０ ７２０ ７２０ １，３２０

第１研修室 １，５６０ １，５６０ １，５６０ ２，４００

第２研修室 １，５６０ １，５６０ １，５６０ ２，４００

音楽室 ２，１６０ ２，１６０ ２，１６０ ３，０００

多目的研修室 ９６０ ９６０ ９６０ １，８００
 

２ 一般使用 ２ 一般使用 

区分 使用料 備考 

トレーニング

室 

１回 ４３０円 

回数券（１１枚綴り） ４，３２

０円 

中 学 生 以 下 を 除

く。使用料は１人

１ 回 ２ 時 間 と す

区分 使用料 備考 

トレーニング

室 

１回 ３６０円 

回数券（１１枚綴り） ３，６０

０円 

中 学 生 以 下 を 除

く。使用料は１人

１ 回 ２ 時 間 と す

区分 

室名 

区分 

室名 



改正後 改正前 

る。 
 

る。 
 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第２（第１０条の２関係） 別表第２（第１０条の２関係） 

附属設備等使用料金表 附属設備等使用料金表 

品名 単位 使用料金 

  円

アリーナ放送設備 一式 １，２１０

アリーナ空調設備 一式 ８５０

調理台 １台 ６００

更衣ロッカー １台 １００

物品ロッカー（大） １台 ２，４３０

物品ロッカー（小） １台 １，２１０
 

品名 単位 使用料金 

  円

アリーナ放送設備 一式 １，０１０

アリーナ空調設備 一式 ７１０

調理台 １台 ５００

更衣ロッカー １台 １００

物品ロッカー（大） １台 ２，０３０

物品ロッカー（小） １台 １，０１０
 

備考 （略） 備考 （略） 

 

（芦屋市谷崎潤一郎記念館条例の一部改正） 

第６条 芦屋市谷崎潤一郎記念館条例（昭和６３年芦屋市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

別表第４（第８条関係） 別表第４（第８条関係） 

区分 使用料 

講義室 午前９時～正午 １，７００円

区分 使用料 

講義室 午前９時～正午 １，４２０円



改正後 改正前 

午後１時～午後５時 ２，１９０円
 

午後１時～午後５時 １，８３０円
 

 

（芦屋市立美術博物館条例の一部改正） 

第７条 芦屋市立美術博物館条例（平成２年芦屋市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

別表第３（第７条関係） 別表第３（第７条関係） 

区分 使用料 

午前１０時から正

午まで 

午後１時から午後

４時３０分まで 

午前１０時から午

後４時３０分まで 

講義室 ３，４２０円 ５，２４０円 ８，６６０円

体験学習

室 

５，０００円 ８，１８０円 １３，１８０円

 

区分 使用料 

午前１０時から正

午まで 

午後１時から午後

４時３０分まで 

午前１０時から午

後４時３０分まで 

講義室 ２，８５０円 ４，３７０円 ７，２３０円

体験学習

室 

４，１７０円 ６，８２０円 １１，０００円

 

 

（芦屋市民会館条例の一部改正） 

第８条 芦屋市民会館条例（昭和３８年芦屋市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 



 

改正後 改正前 

別表第１（第７条関係） 別表第１（第７条関係） 

市民会館施設使用料金表 市民会館施設使用料金表 

室名 
収容人員

又は広さ 

施設使用料金 

朝 

午前９時～正

午 

昼 

午後１時～午

後５時 

夜 

午後６時～午

後９時３０分 

大ホー

ル 

平日 
人 

６６２ 

(７００) 

円

４３，９９０

円

５５，７２０

円

６６，０００

土日休 ４９，８６０６１，５９０ ７０，３９０

小ホー

ル 

平日 
１５０ 

１０，９９０１２，４５０ １３，９３０

土日休 １１，７２０ １３，９３０ １６，１２０

大楽屋 ３０ ２，８００ ３，４２０ ３，６６０

中楽屋 ２０ ２，１９０ ２，４３０ ２，６８０

下手楽屋 １５ １，３４０ １，５８０ １，７００

小楽屋 １０ １，２１０ １，３４０ １，４６０

上手楽屋 １５ １，３４０ １，５８０ １，７００

１０１室 ２５ １，７００ ２，１９０ ２，４３０

１０２室 ２０ １，４６０ １，５８０ １，８２０

２０１室 ２５ １，７００ ２，１９０ ２，４３０

２０２室 ２５ １，７００ ２，１９０ ２，４３０

２０３室 
４０ 

(６０) 
４，３９０ ５，１２０ ５，６１０

２０４室 ２０ １，５８０ １，７００ ２，０７０

２０５室 ２０ １，５８０ １，７００ ２，０７０

２０６室 １５ １，２１０ １，３４０ １，４６０

２０７室 １０ ８５０ ９７０ １，２１０

２０８室 ８ ９７０ １，０９０ １，２１０

室名 
収容人員

又は広さ 

施設使用料金 

朝 

午前９時～正

午 

昼 

午後１時～午

後５時 

夜 

午後６時～午

後９時３０分 

大ホー

ル 

平日 
人

６６２

(７００)

円

３６，６６０

円

４６，４４０

円 

５５，０００ 

土日休 ４１，５５０５１，３３０ ５８，６６０ 

小ホー

ル 

平日 
１５０

９，１６０１０，３８０ １１，６１０ 

土日休 ９，７７０１１，６１０ １３，４４０ 

大楽屋 ３０ ２，３４０ ２，８５０ ３，０５０ 

中楽屋 ２０ １，８３０ ２，０３０ ２，２４０ 

下手楽屋 １５ １，１２０ １，３２０ １，４２０ 

小楽屋 １０ １，０１０ １，１２０ １，２２０ 

上手楽屋 １５ １，１２０ １，３２０ １，４２０ 

１０１室 ２５ １，４２０ １，８３０ ２，０３０ 

１０２室 ２０ １，２２０ １，３２０ １，５２０ 

２０１室 ２５ １，４２０ １，８３０ ２，０３０ 

２０２室 ２５ １，４２０ １，８３０ ２，０３０ 

２０３室 
４０

(６０)
３，６６０ ４，２７０ ４，６８０ 

２０４室 ２０ １，３２０ １，４２０ １，７３０ 

２０５室 ２０ １，３２０ １，４２０ １，７３０ 

２０６室 １５ １，０１０ １，１２０ １，２２０ 

２０７室 １０ ７１０ ８１０ １，０１０ 

２０８室 ８ ８１０ ９１０ １，０１０ 



改正後 改正前 

３０１室 
６０ 

(１６０) 
６，７２０ ７，９４０ ８，７９０

３０２室 ２０ １，５８０ １，７００ ２，０７０

３０３Ａ室 ２０ １，５８０ １，７００ ２，０７０

３０３Ｂ室 １５ １，５８０ １，７００ ２，０７０

３０４室 １５ １，２１０ １，３４０ １，４６０

４０１室 
１００ 

(２００) 
８，５４０１０，０２０ １１，４８０

４０３室 ２５ １，７００ ２，１９０ ２，４３０

多目的ホール １９６m２ ７，５７０ ８，７９０ ８，７９０
 

３０１室 
６０

(１６０)
５，６００ ６，６２０ ７，３３０ 

３０２室 ２０ １，３２０ １，４２０ １，７３０ 

３０３Ａ室 ２０ １，３２０ １，４２０ １，７３０ 

３０３Ｂ室 １５ １，３２０ １，４２０ １，７３０ 

３０４室 １５ １，０１０ １，１２０ １，２２０ 

４０１室 
１００

(２００)
７，１２０ ８，３５０ ９，５７０ 

４０３室 ２５ １，４２０ １，８３０ ２，０３０ 

多目的ホール １９６m２ ６，３１０ ７，３３０ ７，３３０ 
 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第３（第７条の２関係） 別表第３（第７条の２関係） 

附属設備等使用料金表 附属設備等使用料金表 

場

所 

種

別 

品名 単位 使用料金

（円） 

備考 

大

ホ

ー

ル 

舞

台

装

置 

せりピット １式 ５，１２０固定使用の場合を除

く。 

反響板 １式 ７，３３０ 

所作台 １式 ９，５２０化粧かまちを含む。 

平台 １式 ５，１２０箱足を含む。 

屏風 １双 ３，６６０ 

ひ毛せん １式 ２，９２０赤座布団・赤布を含

む。 

指揮台 １台 ９７０指揮者用・譜面台を

含む。 

演台 １台 ７３０司会台を含む。 

楽

器 

スタインウェイＤ

型ピアノ 

１台 １９，０５０ 

場

所 

種

別 

品名 単位 使用料金

（円） 

備考 

大

ホ

ー

ル 

舞

台

装

置 

せりピット １式 ４，２７０固定使用の場合を除

く。 

反響板 １式 ６，１１０ 

所作台 １式 ７，９４０化粧かまちを含む。 

平台 １式 ４，２７０箱足を含む。 

屏風 １双 ３，０５０ 

ひ毛せん １式 ２，４４０赤座布団・赤布を含

む。 

指揮台 １台 ８１０指揮者用・譜面台を

含む。 

演台 １台 ６１０司会台を含む。 

楽

器 

スタインウェイＤ

型ピアノ 

１台 １５，８８０ 



改正後 改正前 

ヤマハＣＦピアノ １台 ９，５２０ 

音

響

装

置 

音響装置 １式 ２，１９０ 

エレベーターマイ

クロホン 

１本 ２，１９０中央、下手 

マイクロホン １本 ２，１９０ 

ワイヤレスマイク

ロホン 

１本 ２，９２０電池代を含む。 

カセットテープレ

コーダー 

１台 ２，１９０消耗品を除く。 

ＣＤデッキ １台 ２，１９０消耗品を除く。 

ステージスピーカ

ー 

１式 ２，１９０ 

モニタースピーカ

ー 

１台 ９７０ 

照

明

装

置 

シーリングライト １式 ２，１９０ 

ボーダーライト １列 ２，１９０ 

サスペンションラ

イト 

１列 ２，１９０ 

ホリゾントライト １列 ２，１９０アッパー、ロアー各

１列 

サイドフロントラ

イト 

１式 ２，１９０ 

トーメンタルライ

ト 

１式 ２，１９０ 

バックギャラリー

ライト 

１式 ３，６６０ 

センターピンスポ

ットライト 

１台 ２，１９０ 

ハロゲンピンスポ １台 ２，１９０ 

ヤマハＣＦピアノ １台 ７，９４０ 

音

響

装

置 

音響装置 １式 １，８３０ 

エレベーターマイ

クロホン 

１本 １，８３０中央、下手 

マイクロホン １本 １，８３０ 

ワイヤレスマイク

ロホン 

１本 ２，４４０電池代を含む。 

カセットテープレ

コーダー 

１台 １，８３０消耗品を除く。 

ＣＤデッキ １台 １，８３０消耗品を除く。 

ステージスピーカ

ー 

１式 １，８３０ 

モニタースピーカ

ー 

１台 ８１０ 

照

明

装

置 

シーリングライト １式 １，８３０ 

ボーダーライト １列 １，８３０ 

サスペンションラ

イト 

１列 １，８３０ 

ホリゾントライト １列 １，８３０アッパー、ロアー各

１列 

サイドフロントラ

イト 

１式 １，８３０ 

トーメンタルライ

ト 

１式 １，８３０ 

バックギャラリー

ライト 

１式 ３，０５０ 

センターピンスポ

ットライト 

１台 １，８３０ 

ハロゲンピンスポ １台 １，８３０ 



改正後 改正前 

ットライト 

エフェクトマシン １台 ２，１９０４台 

スポットライト１

KW以下 

１台 ９７０移動器具を含む。 

スポットライト

１．５KW以下 

１台 １，２１０移動器具を含む。 

ソースフォー １台 １，２１０ 

ミラーボール １台 ２，１９０ 

スモークマシン １台 ５，１２０スモッグ液を含む。 

映

写

装

置 

３５m／m映写機 １式 １１，７２０クセノンランプ、ス

クリーンを含む。 

１６m／m映写機 １式 ７，３３０クセノンランプ、ス

クリーンを含む。 

液晶プロジェクタ

ー 

１式 ３，６６０スクリーンを含む。 

ＤＶＤ・ブルーレ

イディスクプレー

ヤー 

１台 ９７０ 

そ

の

他 

浴室 １室 ２，１９０ 

小

ホ

ー

ル 

舞

台

装

置 

平台 １式 ２，９２０一式１２枚 

演台 １台 ７３０司会台を含む。 

楽

器 

ヤマハＧ３ピアノ １台 ５，８５０ 

照

明

スポットライト １式 ２，１９０ 

増設ライト １台 ９７０ 

ットライト 

エフェクトマシン １台 １，８３０４台 

スポットライト１

KW以下 

１台 ８１０移動器具を含む。 

スポットライト

１．５KW以下 

１台 １，０１０移動器具を含む。 

ソースフォー １台 １，０１０ 

ミラーボール １台 １，８３０ 

スモークマシン １台 ４，２７０スモッグ液を含む。 

映

写

装

置 

３５m／m映写機 １式 ９，７７０クセノンランプ、ス

クリーンを含む。 

１６m／m映写機 １式 ６，１１０クセノンランプ、ス

クリーンを含む。 

液晶プロジェクタ

ー 

１式 ３，０５０スクリーンを含む。 

ＤＶＤ・ブルーレ

イディスクプレー

ヤー 

１台 ８１０ 

そ

の

他 

浴室 １室 １，８３０ 

小

ホ

ー

ル 

舞

台

装

置 

平台 １式 ２，４４０一式１２枚 

演台 １台 ６１０司会台を含む。 

楽

器 

ヤマハＧ３ピアノ １台 ４，８８０ 

照

明

スポットライト １式 １，８３０ 

増設ライト １台 ８１０ 



改正後 改正前 

装

置 

映

写

装

置 

液晶プロジェクタ

ー 

１台 ３，６６０スクリーンを含む。 

音

響

装

置 

マイクロホン １本 １，４６０ 

ワイヤレスマイク

ロホン 

１本 １，４６０ 

テープレコーダー １台 １，４６０ 

音響装置 １式 ２，１９０ 

本

館 

茶

道

具 

茶用道具 １式 ２，１９０釜・水指・建水・炭

道具・棚等 

御園棚 １式 ３，６６０ 

毛せん １式 ９７０ 

映

写

装

置 

液晶プロジェクタ

ー 

１式 ３，６６０スクリーンを含む。 

ビデオテープレコ

ーダー・ＤＶＤプ

レーヤー 

１台 ９７０モニターテレビを含

む。 

音

響

装

置 

マイクロホン １本 ９７０ 

ワイヤレスマイク

ロホン 

１本 ９７０ 

テープレコーダー １台 ９７０ＣＤデッキ等を含

む。 

そ

の

他 

金屏風 １双 ２，９２０ 

展示パネル １式 ２，９２０３０１室・多目的ホ

ールで使用する場合

の組立経費は含まな

装

置 

映

写

装

置 

液晶プロジェクタ

ー 

１台 ３，０５０スクリーンを含む。 

音

響

装

置 

マイクロホン １本 １，２２０ 

ワイヤレスマイク

ロホン 

１本 １，２２０ 

テープレコーダー １台 １，２２０ 

音響装置 １式 １，８３０ 

本

館 

茶

道

具 

茶用道具 １式 １，８３０釜・水指・建水・炭

道具・棚等 

御園棚 １式 ３，０５０ 

毛せん １式 ８１０ 

映

写

装

置 

液晶プロジェクタ

ー 

１式 ３，０５０スクリーンを含む。 

ビデオテープレコ

ーダー・ＤＶＤプ

レーヤー 

１台 ８１０モニターテレビを含

む。 

音

響

装

置 

マイクロホン １本 ８１０ 

ワイヤレスマイク

ロホン 

１本 ８１０ 

テープレコーダー １台 ８１０ＣＤデッキ等を含

む。 

そ

の

他 

金屏風 １双 ２，４４０ 

展示パネル １式 ２，４４０３０１室・多目的ホ

ールで使用する場合

の組立経費は含まな



改正後 改正前 

い。 

所作台 １式 ５，８５０ 

パーソナルコンピ

ュータ 

１台 ３６０ 

 

い。 

所作台 １式 ４，８８０ 

パーソナルコンピ

ュータ 

１台 ３００ 

 

備考 （略） 備考 （略） 

 

（芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第９条 芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例（昭和４０年芦屋市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

別表第２（第９条関係） 別表第２（第９条関係） 

地区集会所施設使用料金表 地区集会所施設使用料金表 

施設名 室名 広さ 収

容

人

員 

施設使用料金 

朝 

午前 9 時

～正午 

昼 

午後 1 時

～午後 5

時 

夜 

午後 6 時

～午後 9

時 30 分 

深夜 

午後 11

時～翌日

午前 8 時 

 

打 出 集 会

所 

    人 円 円 円 円

洋室(A) 60m２ 38 2,230 2,680 3,130 ―

洋室(B) 20m２ 12 780 890 1,110 ―

洋室(C) 35m２ 22 1,340 1,670 2,010 4,020

洋室(D) 24m２ 14 890 1,110 1,230 ―

施設名 

 

 

 

 

室名 広さ 収

容

人

員 

施設使用料金 

朝 

午前 9 時

～正午 

昼 

午後 1 時

～午後 5

時 

夜 

午後 6 時

～午後 9

時 30 分 

深夜 

午後 11

時～翌日

午前 8 時 

 

打 出 集 会

所 

    人 円 円 円 円

洋室(A) 60m２ 38 2,030 2,440 2,850 ―

洋室(B) 20m２ 12 710 810 1,010 ―

洋室(C) 35m２ 22 1,220 1,520 1,830 3,660

洋室(D) 24m２ 14 810 1,010 1,120 ―



改正後 改正前 

翠 ケ 丘 集

会所 

洋室(A) 60m２ 38 2,230 2,680 3,130 ―

洋室(B) 32m２ 20 1,230 1,340 1,560 3,130

洋室(C) 18m２ 12 780 890 1,110 ―

洋室(D) 21m２ 12 780 890 1,110 ―

竹 園 集 会

所 

洋室(A) 19m２ 12 780 890 1,110 ―

洋室(B) 18m２ 12 780 890 1,110 ―

洋室(C) 34m２ 22 1,340 1,670 2,010 4,020

洋室(D) 42m２ 26 1,560 1,900 2,230 4,470

前 田 集 会

所 

洋室(A) 60m２ 38 2,230 2,680 3,130 ―

洋室(B) 19m２ 12 780 890 1,110 ―

洋室(C) 19m２ 12 780 890 1,110 ―

洋室(D) 30m２ 18 890 1,110 1,230 2,460

朝 日 ケ 丘

集会所 

洋室(A) 63m２ 38 2,230 2,680 3,130 ―

洋室(B) 21m２ 12 780 890 1,110 ―

洋室(C) 18m２ 12 780 890 1,110 2,230

洋室(D) 16m２ 10 670 780 890 1,780

和室(A) 6 畳 12 780 890 1,110 ―

和室(B) 6 畳 12 780 890 1,110 ―

春 日 集 会

所 

洋室(A) 21m２ 12 780 890 1,110 ―

洋室(B) 64m２ 40 2,460 2,790 3,240 ―

洋室(C) 15m２ 10 670 780 890 ―

洋室(D) 19m２ 12 780 890 1,110 ―

洋室(E) 35m２ 22 1,340 1,670 2,010 4,020

潮 見 集 会

所 

洋室(A) 23m２ 14 890 1,110 1,230 ―

洋室(B) 62m２ 38 2,230 2,680 3,130 ―

洋室(C) 20m２ 12 780 890 1,110 ―

洋室(D) 26m２ 16 890 1,110 1,230 2,460

洋室(E) 30m２ 18 890 1,110 1,230 2,460

洋室(F) 20m２ 12 780 890 1,110 ―

翠 ケ 丘 集

会所 

洋室(A) 60m２ 38 2,030 2,440 2,850 ―

洋室(B) 32m２ 20 1,120 1,220 1,420 2,850

洋室(C) 18m２ 12 710 810 1,010 ―

洋室(D) 21m２ 12 710 810 1,010 ―

竹 園 集 会

所 

洋室(A) 19m２ 12 710 810 1,010 ―

洋室(B) 18m２ 12 710 810 1,010 ―

洋室(C) 34m２ 22 1,220 1,520 1,830 3,660

洋室(D) 42m２ 26 1,420 1,730 2,030 4,070

前 田 集 会

所 

洋室(A) 60m２ 38 2,030 2,440 2,850 ―

洋室(B) 19m２ 12 710 810 1,010 ―

洋室(C) 19m２ 12 710 810 1,010 ―

洋室(D) 30m２ 18 810 1,010 1,120 2,240

朝 日 ケ 丘

集会所 

洋室(A) 63m２ 38 2,030 2,440 2,850 ―

洋室(B) 21m２ 12 710 810 1,010 ―

洋室(C) 18m２ 12 710 810 1,010 2,030

洋室(D) 16m２ 10 610 710 810 1,620

和室(A) 6 畳 12 710 810 1,010 ―

和室(B) 6 畳 12 710 810 1,010 ―

春 日 集 会

所 

洋室(A) 21m２ 12 710 810 1,010 ―

洋室(B) 64m２ 40 2,240 2,540 2,950 ―

洋室(C) 15m２ 10 610 710 810 ―

洋室(D) 19m２ 12 710 810 1,010 ―

洋室(E) 35m２ 22 1,220 1,520 1,830 3,660

潮 見 集 会

所 

洋室(A) 23m２ 14 810 1,010 1,120 ―

洋室(B) 62m２ 38 2,030 2,440 2,850 ―

洋室(C) 20m２ 12 710 810 1,010 ―

洋室(D) 26m２ 16 810 1,010 1,120 2,240

洋室(E) 30m２ 18 810 1,010 1,120 2,240

洋室(F) 20m２ 12 710 810 1,010 ―



改正後 改正前 

浜 風 集 会

所 

洋室(A) 62m２ 38 2,230 2,680 3,130 ―

洋室(B) 21m２ 12 780 890 1,110 ―

洋室(C) 25m２ 14 890 1,110 1,230 2,460

洋室(D) 15m２ 10 670 780 890 ―

洋室(E) 13m２ 10 670 780 890 ―

奥 池 集 会

所 

洋室(A) 58m２ 38 2,230 2,680 3,130 6,270

洋室(B) 17m２ 12 780 890 1,110 2,230

西 蔵 集 会

所 

洋室(A) 60m２ 38 2,230 2,680 3,130 ―

洋室(B) 26m２ 16 890 1,110 1,230 ―

洋室(C) 27m２ 16 890 1,110 1,230 2,460

洋室(D) 13m２ 10 670 780 890 ―

大 原 集 会

所 

洋室(A) 29m２ 18 890 1,110 1,230 ―

洋室(B) 62m２ 38 2,230 2,680 3,130 ―

洋室(C) 22m２ 12 780 890 1,110 ―

洋室(D) 16m２ 10 670 780 890 ―

洋室(E) 52m２ 32 1,900 2,120 2,460 4,920

茶 屋 集 会

所 

洋室(A) 60m２ 38 2,230 2,680 3,130 ―

洋室(B) 19m２ 12 780 890 1,110 ―

洋室(C) 18m２ 12 780 890 1,110 ―

洋室(D) 26m２ 16 890 1,110 1,230 2,460

三 条 集 会

所 

洋室(A) 17m２ 12 780 890 1,110 ―

洋室(B) 21m２ 12 780 890 1,110 ―

洋室(C) 42m２ 26 1,560 1,900 2,230 4,470

洋室(D) 44m２ 26 1,560 1,900 2,230 ―

 備考 （略） 

浜 風 集 会

所 

洋室(A) 62m２ 38 2,030 2,440 2,850 ―

洋室(B) 21m２ 12 710 810 1,010 ―

洋室(C) 25m２ 14 810 1,010 1,120 2,240

洋室(D) 15m２ 10 610 710 810 ―

洋室(E) 13m２ 10 610 710 810 ―

奥 池 集 会

所 

洋室(A) 58m２ 38 2,030 2,440 2,850 5,700

洋室(B) 17m２ 12 710 810 1,010 2,030

西 蔵 集 会

所 

洋室(A) 60m２ 38 2,030 2,440 2,850 ―

洋室(B) 26m２ 16 810 1,010 1,120 ―

洋室(C) 27m２ 16 810 1,010 1,120 2,240

洋室(D) 13m２ 10 610 710 810 ―

大 原 集 会

所 

洋室(A) 29m２ 18 810 1,010 1,120 ―

洋室(B) 62m２ 38 2,030 2,440 2,850 ―

洋室(C) 22m２ 12 710 810 1,010 ―

洋室(D) 16m２ 10 610 710 810 ―

洋室(E) 52m２ 32 1,730 1,930 2,240 4,480

茶 屋 集 会

所 

洋室(A) 60m２ 38 2,030 2,440 2,850 ―

洋室(B) 19m２ 12 710 810 1,010 ―

洋室(C) 18m２ 12 710 810 1,010 ―

洋室(D) 26m２ 16 810 1,010 1,120 2,240

三 条 集 会

所 

洋室(A) 17m２ 12 710 810 1,010 ―

洋室(B) 21m２ 12 710 810 1,010 ―

洋室(C) 42m２ 26 1,420 1,730 2,030 4,070

洋室(D) 44m２ 26 1,420 1,730 2,030 ―

 備考 （略） 

  

（芦屋市立あしや市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１０条 芦屋市立あしや市民活動センターの設置及び管理に関する条例（平成２１年芦屋市条例第３４号）の一部を次のように

改正する。 



 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

施設使用料金表 施設使用料金表 

室名 広さ 収容人員 施設使用料金 

午前9時30

分～正午 

午後 1 時

～午後 3

時 

午後 3 時

～午後 5

時 

会議室Ａ 17m２ 12 人 720 円 570 円 570 円

会議室Ｂ 17m２ 12 人 720 円 570 円 570 円

会議室Ｃ 50m２ 32 人（50

人） 

1,870 円 1,580 円 1,580 円

会議室Ｄ 46m２ 28 人（48

人） 

1,720 円 1,440 円 1,440 円

多目的室・オープ

ンスペース１ 

（略） （略） （略） （略） （略） 

オープンスペース

２ 

35m２ 20 人 1,290 円 1,150 円 1,150 円

備考 （略） 

室名 広さ 収容人員 施設使用料金 

午前9時30

分～正午 

午後 1 時

～午後 3

時 

午後 3 時

～午後 5

時 

会議室Ａ 17m２ 12 人 600 円 480 円 480 円 

会議室Ｂ 17m２ 12 人 600 円 480 円 480 円 

会議室Ｃ 50m２ 32 人（50

人） 

1,560 円 1,320 円 1,320 円 

会議室Ｄ 46m２ 28 人（48

人） 

1,440 円 1,200 円 1,200 円 

多目的室・オープ

ンスペース１ 

（略） （略） （略） （略） （略） 

オープンスペー

ス２ 

35m２ 20 人 1,080 円 960 円 960 円 

備考 （略） 

 

（芦屋市立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１１条 芦屋市立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例（平成２２年芦屋市条例第３８号）の一部を次のように

改正する。 



 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
 

改正後 改正前 

別表第１（第１１条関係） 別表第１（第１１条関係） 

施設使用料金表 施設使用料金表 

１ 国際交流センター １ 国際交流センター 

室名 広さ 

（m
２） 

収容人員 

（人） 

施設使用料金（円） 

朝 昼 夜 

午前９時

～正午 

午後１時

～午後３

時 

午後３時

～午後５

時 

午後６時

～午後９

時３０分 

多

目

的

室 

２０

１室 

７９多目

的室 

(１８

０)

４８ ２，６８０ １，５６０ １，５６０ ３，４６０

２０

２室 

７９ ４８ ２，６８０ １，５６０ １，５６０ ３，４６０

２０

３室 

７９ ４８ ２，６８０ １，５６０ １，５６０ ３，４６０

２０４室 ７２ ４４ ２，４６０ １，４５０ １，４５０ ３，２４０

２０５室 ４３ ２６ １，４５０ ８９０ ８９０ １，９００

２０６調

理・試食

室 

７８ ３０ ４，５８０ ２，６８０ ２，６８０ ６，６００

 

室名 広さ 

（m
２） 

収容人員 

（人） 

施設使用料金（円） 

朝 昼 夜 

午前９時

～正午 

午後１時

～午後３

時 

午後３時

～午後５

時 

午後６時

～午後９

時３０分 

多

目

的

室 

２０

１室 

７９多目

的室 

(１８

０)

４８ ２，４４０ １，４２０ １，４２０ ３，１５０

２０

２室 

７９ ４８ ２，４４０ １，４２０ １，４２０ ３，１５０

２０

３室 

７９ ４８ ２，４４０ １，４２０ １，４２０ ３，１５０

２０４室 ７２ ４４ ２，２４０ １，３２０ １，３２０ ２，９５０

２０５室 ４３ ２６ １，３２０ ８１０ ８１０ １，７３０

２０６調

理・試食

室 

７８ ３０ ４，１７０ ２，４４０ ２，４４０ ６，０００

 

２ 潮芦屋集会所 ２ 潮芦屋集会所 

室名 広さ 収容 施設使用料金（円） 室名 広さ 収容 施設使用料金（円） 



改正後 改正前 

人員 

（人

） 

朝 

午前９時～正

午 

昼 

午後１時～午

後５時 

夜 

午後６時～午

後９時３０分 

１０１室 ５２

m２ 

３２ １，９００ ２，１２０ ２，４６０

１０２室 ３５

m２ 

２２ １，３４０ １，６７０ ２，０１０

１０３室 １７

m２ 

１２ ７８０ ８９０ １，１１０

１０４和

室 

８畳 １６ １，１１０ １，２３０ １，３４０

 

人員 

（人

） 

朝 

午前９時～正

午 

昼 

午後１時～午

後５時 

夜 

午後６時～午

後９時３０分 

１０１室 ５２

m２ 

３２ １，７３０ １，９３０ ２，２４０

１０２室 ３５

m２ 

２２ １，２２０ １，５２０ １，８３０

１０３室 １７

m２ 

１２ ７１０ ８１０ １，０１０

１０４和

室 

８畳 １６ １，０１０ １，１２０ １，２２０

 

３ 屋外交流広場 ３ 屋外交流広場 

区分 施設使用料金（円） 

午前９時

～午前１

１時 

午前１１

時～午後

１時 

午後１時

～午後３

時 

午後３時

～午後５

時 

午後５時

～午後７

時 

午後７時

～午後９

時 

屋

外

交

流

広

場 

テニス

コート

Ａ 

１，７２０ １，７２０１，７２０１，７２０１，７２０１，７２０ 

テニス

コート

Ｂ 

１，７２０ １，７２０１，７２０１，７２０１，７２０１，７２０ 

テニス

コート

Ｃ 

１，７２０ １，７２０１，７２０１，７２０１，７２０１，７２０ 

 

区分 施設使用料金（円） 

午前９時

～午前１

１時 

午前１１

時～午後

１時 

午後１時

～午後３

時 

午後３時

～午後５

時 

午後５時

～午後７

時 

午後７時

～午後９

時 

屋

外

交

流

広

場 

テニス

コート

Ａ 

１，４４０ １，４４０１，４４０１，４４０１，４４０１，４４０

テニス

コート

Ｂ 

１，４４０ １，４４０１，４４０１，４４０１，４４０１，４４０

テニス

コート

Ｃ 

１，４４０ １，４４０１，４４０１，４４０１，４４０１，４４０

 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第２（第１２条関係） 別表第２（第１２条関係） 

附属設備等使用料金表 附属設備等使用料金表 



改正後 改正前 

種別 品名 単位 使用料金

（円） 

備考 

映写 液晶プロジェクター １式 ２，４３０スクリーンを

含む。 

ブルーレイディスクプレ

ーヤー 

１台 １，２１０モニターテレ

ビを含む。 

音響 多目的室音響装置 １式 ２，１９０マイクを含

む。 

２０４室・２０５室音響

装置 

１式 １，２１０マイクを含

む。 

多目的室ワイヤレスマイ

クロホン 

１本 ９７０  

ＣＤデッキ １台 ９７０  

照明

設備 

屋外交流広場照明設備 １時間 ３００１時間未満は

１時間とす

る。 
 

種別 品名 単位 使用料金

（円） 

備考 

映写 液晶プロジェクター １式 ２，０３０スクリーンを

含む。 

ブルーレイディスクプレ

ーヤー 

１台 １，０１０モニターテレ

ビを含む。 

音響 多目的室音響装置 １式 １，８３０マイクを含

む。 

２０４室・２０５室音響

装置 

１式 １，０１０マイクを含

む。 

多目的室ワイヤレスマイ

クロホン 

１本 ８１０  

ＣＤデッキ １台 ８１０  

照明

設備 

屋外交流広場照明設備 １時間 ２５０１時間未満は

１時間とす

る。 
 

備考 （略） 備考 （略） 

 

（芦屋市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１２条 芦屋市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例（平成２４年芦屋市条例第３８号）の一部を次のように

改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 



改正後 改正前 

別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 

施設使用料金表 施設使用料金表 

室名 広さ 

（m２） 

収容人

員 

（人） 

施設使用料金（円） 

午前９時３０

分～正午 

午後１時～午

後３時 

午後３時～午

後５時 

小会議

室 

１９ １２ ６００ ４８０ ４８０

大会議

室１ 

６２ ４５(６

６) 

１，９４０ １，５８０ １，５８０

大会議

室２ 

５０ ３０(５

４) 

１，５８０ １，３４０ １，３４０

 

室名 広さ 

（m２） 

収容人

員 

（人） 

施設使用料金（円） 

午前９時３０

分～正午 

午後１時～午

後３時 

午後３時～午

後５時 

小会議

室 

１９ １２ ５００ ４００ ４００

大会議

室１ 

６２ ４５(６

６) 

１，６２０ １，３２０ １，３２０

大会議

室２ 

５０ ３０(５

４) 

１，３２０ １，１２０ １，１２０

 

備考 （略） 備考 （略） 

 

（芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部改正） 

第１３条 芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例（平成２７年芦屋市条例第１２号）の

一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

別表第２（第４条－第５条の２関係） 別表第２（第４条－第５条の２関係） 

１ 預かり保育料 １ 預かり保育料 

(1) 市立幼稚園 (1) 市立幼稚園 



改正後 改正前 

区分 預かり保育料 

春季、夏季及び冬季の休業日 日額１，０８０円

上記以外の日 日額５００円
 

区分 預かり保育料 

春季、夏季及び冬季の休業日 日額９００円

上記以外の日 日額４５０円
 

   (2) 市立認定こども園 （略） (2) 市立認定こども園 （略） 

 ２ 延長保育料・３ 病児保育料 （略） ２ 延長保育料・３ 病児保育料 （略） 

  備考 （略） 備考 （略） 

 

（芦屋市福祉センターの管理に関する条例の一部改正） 

第１４条 芦屋市福祉センターの管理に関する条例（平成２２年芦屋市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

別表第１（第９条関係） 別表第１（第９条関係） 

福祉センター施設使用料金表 福祉センター施設使用料金表 

室名 広さ 

（m２）

収容人員 

（人）

施設使用料金（円） 

朝 昼 夜 

午前９時～

正午 

午後１時～

午後５時 

午後６時～

午後９時３

０分 

会議室１ ８３ ３６

(７２)

３，２６０ ４，３５０ ３，８５０ 

会議室２ ５７ ２４ ２，２７０ ２，９６０ ２，５６０ 

室名 広さ 

（m２）

収容人員 

（人）

施設使用料金（円） 

朝 昼 夜 

午前９時～

正午 

午後１時～

午後５時 

午後６時～

午後９時３

０分 

会議室１ ８３ ３６

(７２)

３，３６０ ４，４８０ ３，９７０

会議室２ ５７ ２４ ２，３４０ ３，０５０ ２，６４０



改正後 改正前 

多目的ホー

ル 

２２４ １５６

(３００)

７，３３０ ９，８６０ ８，６００ 

調理・実習

室 

１５４ 調理室３

１

食事室３

２

８，８６０ １１，８１０ １０，２８０ 

運動室 ２９６― ５，１５０ ６，８３０ ５，９３０ 
 

多目的ホー

ル 

２２４ １５６

(３００)

７，１２０ ９，５７０ ８，３５０

調理・実習

室 

１５４ 調理室３

１

食事室３

２

８，８６０ １１，８１０ １０，２８０

運動室 ２９６― ４，６８０ ６，２１０ ５，３９０
 

備考 （略） 備考 （略） 

 

（芦屋市立老人福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１５条 芦屋市立老人福祉会館の設置及び管理に関する条例（昭和５１年芦屋市条例第３０号）の一部を次のように改正す

る。 

  

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

別表第１（第９条関係） 別表第１（第９条関係） 

老人福祉会館施設使用料金表 老人福祉会館施設使用料金表 

番 室名 収容人員 施設使用料金 

夜 

午後６時～午後９時３０

分 

１ １１１大広間 人

１４０

円

１４，４１０

番 室名 収容人員 施設使用料金 

夜 

午後６時～午後９時３０

分 

１ １１１大広間 人

１４０

円

１２，０１０



改正後 改正前 

２ １１２和室 ２０ ２，６８０

３ 舞台   １，９４０
 

２ １１２和室 ２０ ２，２４０

３ 舞台   １，６２０
 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第２（第９条の２関係） 別表第２（第９条の２関係） 

附属設備等使用料 附属設備等使用料 

種別 品名 単位 使用料（円） 

照明器具 スポットライト １台 ９７０

音響装置 マイクロホン １本 ９７０

ワイヤレスマイクロホン １本 ９７０

テープレコーダー １台 ９７０

  

その他 金屏風 １双 ２，９２０
 

種別 品名 単位 使用料（円） 

照明器具 スポットライト １台 ８１０

音響装置 マイクロホン １本 ８１０

ワイヤレスマイクロホン １本 ８１０

テープレコーダー １台 ８１０

レコードプレーヤー １台 ８１０

その他 金屏風 １双 ２，４４０
 

備考 （略） 備考 （略） 

 

（芦屋市都市公園条例の一部改正） 

第１６条 芦屋市都市公園条例（昭和４０年芦屋市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

別表第４（第１０条関係） 別表第４（第１０条関係） 

１ 公園施設を設ける場合・２ 公園施設を管理する場合 

（略） 

１ 公園施設を設ける場合・２ 公園施設を管理する場合 

（略） 



改正後 改正前 

３ 有料公園施設を利用する場合 ３ 有料公園施設を利用する場合 

施設の種類 使用区

分 

使用料 超過料金 

川西運

動場 

運動場 専用 １時間 ８６０円 １時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ８６

０円 

朝日ケ

丘公園 

水泳プ

ール 

一般 大人（中

学生以

上） 

１回券 

５７０円 

 

子供（４

歳以上小

学生以

下） 

１回券 

２８０円 

 

専用 ２時間 ８６，４０

０円（２時間未満は

２時間とする。） 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ４

３，２００円 

海浜公

園 

水泳プ

ール 

一般 大人（中

学生以

上） 

１回券 

４８０円 

  

子供（４

歳以上小

学生以

下） 

１回券 

２４０円 

  

   専用 ２時間 ７３，３３

０円（２時間未満は

２時間とする。） 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ３

６，６６０円 

施設の種類 使用区

分 

使用料 超過料金 

川西運

動場 

運動場 専用 １時間 ７２０円 １時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ７２

０円 

朝日ケ

丘公園 

水泳プ

ール 

一般 大人（中

学生以

上） 

１回券 

４８０円 

 

子供（４

歳以上小

学生以

下） 

１回券 

２４０円 

 

専用 ２時間 ７２，００

０円（２時間未満は

２時間とする。） 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ３

６，０００円 

海浜公

園 

水泳プ

ール 

一般 大人（中

学生以

上） 

１回券 

４００円 

  

子供（４

歳以上小

学生以

下） 

１回券 

２００円 

  

   専用 ２時間 ６１，１１

０円（２時間未満は

２時間とする。） 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ３

０，５５０円 



改正後 改正前 

 温水

プー

ル 

一般 大人（中

学生以

上） 

１回券 

９７０円 

  

子供（４

歳以上小

学生以

下） 

１回券 

４８０円 

  

回数券

（１１

回） 

大人（中学生以上）

 ９，７６０円 

  

子供（４歳以上小学

生以下） ４，８８

０円 

  

１月使

用券 

大人（中学生以上）

 ７，８１０円 

  

子供（４歳以上小学

生以下） ３，９０

０円 

  

駐車場 一般 （略） 

東浜公

園、西

浜公園 

庭球場 専用 １時間 ７３０円 １時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ７３

０円 

芦屋中

央公園 

野球

場、芝

生広場 

専用 １時間 ２，１９０

円 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ２，

１９０円 

駐車場 一般 （略） 

芦屋市

総合公

陸上競

技場 

一般 大人 １回 ５

７０円 

  

 温水

プー

ル 

一般 大人（中

学生以

上） 

１回券 

８１０円 

  

子供（４

歳以上小

学生以

下） 

１回券 

４００円 

  

回数券

（１１

回） 

大人（中学生以上）

 ８，１４０円 

  

子供（４歳以上小学

生以下） ４，０７

０円 

  

１月使

用券 

大人（中学生以上）

 ６，５１０円 

  

子供（４歳以上小学

生以下） ３，２５

０円 

  

駐車場 一般 （略） 

東浜公

園、西

浜公園 

庭球場 専用 １時間 ６１０円 １時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ６１

０円 

芦屋中

央公園 

野球

場、芝

生広場 

専用 １時間 １，８３０

円 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） １，

８３０円 

駐車場 一般 （略） 

芦屋市

総合公

陸上競

技場 

一般 大人 １回 ４

８０円 

  



改正後 改正前 

園 学生（高

校生以

下） 

１回 ２

８０円 

  

専用 平日 １時間 ４，

８８０円 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ４，

８８０円 

日曜日、土曜日及び

祝日法による休日 

１時間 ５，８５０

円 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ５，

８５０円 

第１ス

ポーツ

コート 

専用 平日 １時間 ６０

０円 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ６０

０円 

日曜日、土曜日及び

祝日法による休日 

１時間 ７３０円 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ７３

０円 

第２ス

ポーツ

コート 

専用 平日 午前９時から

正午まで １時間 

２，４３０円（１時

間未満は１時間とす

る。） 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ２，

４３０円 

平日 正午から午後

６時まで １時間 

６，１００円（１時

間未満は１時間とす

る。） 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ６，

１００円 

園 学生（高

校生以

下） 

１回 ２

４０円 

  

専用 平日 １時間 ４，

０７０円 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ４，

０７０円 

日曜日、土曜日及び

祝日法による休日 

１時間 ４，８８０

円 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ４，

８８０円 

第１ス

ポーツ

コート 

専用 平日 １時間 ５０

０円 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ５０

０円 

日曜日、土曜日及び

祝日法による休日 

１時間 ６１０円 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ６１

０円 

第２ス

ポーツ

コート 

専用 平日 午前９時から

正午まで １時間 

２，０３０円（１時

間未満は１時間とす

る。） 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ２，

０３０円 

平日 正午から午後

６時まで １時間 

５，０９０円（１時

間未満は１時間とす

る。） 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ５，

０９０円 



改正後 改正前 

平日 午後６時から

午後１０時まで １

時間 ７，３３０円

（１時間未満は１時

間とする。） 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ７，

３３０円 

日曜日、土曜日及び

祝日法による休日 

午前９時から午後１

０時まで １時間 

７，３３０円（１時

間未満は１時間とす

る。） 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ７，

３３０円 

一般 １人１時間 ６００

円（１時間未満は１

時間とする。） 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ６０

０円 

会議室 専用 １時間 １，２１０

円 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） １，

２１０円 

駐車場 一般 （略） 

芦屋公

園・南

緑地 

（略） 

 

平日 午後６時から

午後１０時まで １

時間 ６，１１０円

（１時間未満は１時

間とする。） 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ６，

１１０円 

日曜日、土曜日及び

祝日法による休日 

午前９時から午後１

０時まで １時間 

６，１１０円（１時

間未満は１時間とす

る。） 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ６，

１１０円 

一般 １人１時間 ５００

円（１時間未満は１

時間とする。） 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） ５０

０円 

会議室 専用 １時間 １，０１０

円 

１時間増すごとに

（１時間未満は１時

間とする。） １，

０１０円 

駐車場 一般 （略） 

芦屋公

園・南

緑地 

（略） 

 

備考 （略） 備考 （略） 

４ 有料公園施設の附属設備を利用する場合 ４ 有料公園施設の附属設備を利用する場合 

施設の種類 設備の種類 金額 超過料金 

芦屋中央公 野球場照明 ３０分 ２，５５０ ３０分につき ２，

施設の種類 設備の種類 金額 超過料金 

芦屋中央公 野球場照明 ３０分 ２，１３０ ３０分につき ２，



改正後 改正前 

園 円 

（３０分未満は３０

分とする。） 

５５０円 

（３０分未満は３０

分とする。） 

放送器具 １式 ６００円 

川西運動場 運動場照明 １時間 ６０円 

（１時間未満は１時

間とする。） 

１時間につき ６０

円 

（１時間未満は１時

間とする。） 

朝日ケ丘公

園・海浜公

園 

（略） （略） 

芦屋市総合

公園 

第１スポー

ツコート照

明 

１時間 ５４０円 

（１時間未満は１時

間とする。） 

１時間につき ５４

０円 

（１時間未満は１時

間とする。） 

第２スポー

ツコート照

明 

１時間 １，０９０

円 

（１時間未満は１時

間とする。） 

１時間につき １，

０９０円 

（１時間未満は１時

間とする。） 

放送器具 １式 ６００円 

 

 

 

 

芦屋公園 庭球場照明 （略） （略） 
 

園 円 

（３０分未満は３０

分とする。） 

１３０円 

（３０分未満は３０

分とする。） 

放送器具 １式 ５００円 

川西運動場 運動場照明 １時間 ５０円 

（１時間未満は１時

間とする。） 

１時間につき ５０

円 

（１時間未満は１時

間とする。） 

朝日ケ丘公

園・海浜公

園 

（略） （略） 

芦屋市総合

公園 

第１スポー

ツコート照

明 

１時間 ４５０円 

（１時間未満は１時

間とする。） 

１時間につき ４５

０円 

（１時間未満は１時

間とする。） 

第２スポー

ツコート照

明 

１時間 ９１０円 

（１時間未満は１時

間とする。） 

１時間につき ９１

０円 

（１時間未満は１時

間とする。） 

放送器具 １式 ５００円 

展示用ボー

ド 

１式 １日 １，０

１０円 

（１日未満は１日と

する。） 

  

芦屋公園 庭球場照明 （略） （略） 
 

５ 都市公園を占用する場合・６ 都市公園において行為をす

る場合 （略） 

５ 都市公園を占用する場合・６ 都市公園において行為をす

る場合 （略） 

 

（芦屋市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 



第１７条 芦屋市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例（昭和６３年芦屋市条例第２９号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

１ ＪＲ芦屋駅北自転車駐車場の使用料 １ ＪＲ芦屋駅北自転車駐車場の使用料 

自転車等

の種類 

使用料（円） 

定期使用 一時使用 

１月 ３月 １日 回数使用 

(１１回分) 地下１階 地下２階 地下１階 地下２階 

自転車 ２，４３０ １，７００ ６，７２０ ４，６４０１００ １，０００

原動機付

自転車 

３，６６０ ２，５５０ １０，０２

０

６，９６０２００ ２，０００

 

自転車等

の種類 

使用料（円） 

定期使用 一時使用 

１月 ３月 １日 回数使用 

(１１回分) 地下１階 地下２階 地下１階 地下２階 

自転車 ２，０３０ １，４２０ ５，６００ ３，８７０ １００１，０００

原動機付

自転車 

３，０５０ ２，１３０ ８，３５０ ５，８００ ２００２，０００

 

２ 阪神芦屋駅南自転車駐車場の使用料 ２ 阪神芦屋駅南自転車駐車場の使用料 

自転車等の

種類 

使用料（円） 

定期使用 一時使用 

１月 ３月 １日 回数使用 

（１１回分） 

自転車 ２，４３０ ６，７２０ １００ １，０００

原動機付自

転車 

３，６６０ １０，０２０ ２００ ２，０００

 

自転車等の

種類 

使用料（円） 

定期使用 一時使用 

１月 ３月 １日 回数使用 

（１１回分） 

自転車 ２，０３０ ５，６００ １００ １，０００

原動機付自

転車 

３，０５０ ８，３５０ ２００ ２，０００

 

３ 阪神打出駅前自転車駐車場及び阪急芦屋川駅北自転車駐車

場の使用料 

３ 阪神打出駅前自転車駐車場及び阪急芦屋川駅北自転車駐車

場の使用料 



改正後 改正前 

自転車等の

種類 

使用料（円） 

定期使用 一時使用 

１月 ３月 １日 回数使用 

（１１回分） 

自転車 １，８２０ ５，１２０ １００ １，０００

原動機付自

転車 

３，０４０ ８，７９０ ２００ ２，０００

自動二輪車 ― ― ３００ ３，０００
 

自転車等の

種類 

使用料（円） 

定期使用 一時使用 

１月 ３月 １日 回数使用 

（１１回分） 

自転車 １，５２０ ４，２７０ １００ １，０００

原動機付自

転車 

２，５４０ ７，３３０ ２００ ２，０００

自動二輪車 ― ― ３００ ３，０００
 

４ 阪神打出駅南自転車駐車場、阪急芦屋川駅南松ノ内自転車

駐車場及びＪＲ芦屋駅南自転車駐車場９の使用料 

４ 阪神打出駅南自転車駐車場、阪急芦屋川駅南松ノ内自転車

駐車場及びＪＲ芦屋駅南自転車駐車場９の使用料 

自転車等の

種類 

使用料（円） 

定期使用 一時使用 

１月 ３月 １日 回数使用 

（１１回分） 

自転車 １，８２０ ５，１２０ １００ １，０００

原動機付自

転車 

３，０４０ ８，７９０ ２００ ２，０００

 

自転車等の

種類 

使用料（円） 

定期使用 一時使用 

１月 ３月 １日 回数使用 

（１１回分） 

自転車 １，５２０ ４，２７０ １００ １，０００

原動機付自

転車 

２，５４０ ７，３３０ ２００ ２，０００

 

５ 阪神芦屋駅西自転車駐車場の使用料 ５ 阪神芦屋駅西自転車駐車場の使用料 

自転車等の

種類 

使用料（円） 

定期使用 一時使用 

１月 ３月 １日 回数使用 

（１１回分） 

自転車 ２，４３０ ６，７２０ １００ １，０００

原動機付自

転車 

３，６６０ １０，０２０ ２００ ２，０００

自動二輪車 ― ― ３００ ３，０００
 

自転車等の

種類 

使用料（円） 

定期使用 一時使用 

１月 ３月 １日 回数使用 

（１１回分） 

自転車 ２，０３０ ５，６００ １００ １，０００

原動機付自

転車 

３，０５０ ８，３５０ ２００ ２，０００

自動二輪車 ― ― ３００ ３，０００
 

６ 阪急芦屋川駅南月若自転車駐車場の使用料 ６ 阪急芦屋川駅南月若自転車駐車場の使用料 

自転車等の 使用料（円） 自転車等の 使用料（円） 



改正後 改正前 

種類 定期使用 一時使用 

１月 ３月 １日 回数使用 

（１１回分） 

自転車 ２，４３０ ６，７２０ １００ １，０００
 

種類 定期使用 一時使用 

１月 ３月 １日 回数使用 

（１１回分） 

自転車 ２，０３０ ５，６００ １００ １，０００
 

７ ＪＲ芦屋駅北船戸自転車駐車場の使用料 ７ ＪＲ芦屋駅北船戸自転車駐車場の使用料 

自転車等の

種類 

使用料（円） 

定期使用 一時使用 

１月 ３月 １日 回数使用 

（１１回分） 

自転車 １，８２０ ５，１２０ ─ ─ 
 

自転車等の

種類 

使用料（円） 

定期使用 一時使用 

１月 ３月 １日 回数使用 

（１１回分） 

自転車 １，５２０ ４，２７０ ─ ─ 
 

８ ＪＲ芦屋駅北大原自転車駐車場の使用料・９ ＪＲ芦屋駅

南自転車駐車場１０の使用料 （略） 

８ ＪＲ芦屋駅北大原自転車駐車場の使用料・９ ＪＲ芦屋駅

南自転車駐車場１０の使用料 （略） 

  備考 （略） 備考 （略） 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

 （芦屋市手数料条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の芦屋市手数料条例別表５の規定は、令和８年７月１日以後の申請に係る手数料について適用

し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

（芦屋市立打出教育文化センター条例の一部改正に伴う経過措置） 
３ この条例の施行の際、第２条の規定による改正前の芦屋市立打出教育文化センター条例の規定に基づいて使用許可を受け

ている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
（芦屋市立学校使用条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ この条例の施行の際、第３条の規定による改正前の芦屋市立学校使用条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係

る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（芦屋市立公民館設置条例の一部改正に伴う経過措置） 
５ この条例の施行の際、第４条の規定による改正前の芦屋市立公民館設置条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に



係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
（芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

６ この条例の施行の際、第５条の規定による改正前の芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例の規定

に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
（芦屋市谷崎潤一郎記念館条例の一部改正に伴う経過措置） 

７ この条例の施行の際、第６条の規定による改正前の芦屋市谷崎潤一郎記念館条例の規定に基づいて使用許可を受けている

者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 （芦屋市立美術博物館条例の一部改正に伴う経過措置） 
８ この条例の施行の際、第７条の規定による改正前の芦屋市立美術博物館条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に

係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 （芦屋市民会館条例の一部改正に伴う経過措置） 
９ この条例の施行の際、第８条の規定による改正前の芦屋市民会館条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使

用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
（芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

１０ この条例の施行の際、第９条の規定による改正前の芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例の規定に基づいて使

用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 （芦屋市立あしや市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 
１１ この条例の施行の際、第１０条の規定による改正前の芦屋市立あしや市民活動センターの設置及び管理に関する条例の規

定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
（芦屋市立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

１２ この条例の施行の際、第１１条の規定による改正前の芦屋市立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例の規定

に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（芦屋市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

１３ この条例の施行の際、第１２条の規定による改正前の芦屋市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の規定

に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 
１４ 第１３条の規定による改正後の芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例別表第２の

規定は、令和８年７月以後の月分の預かり保育料について適用し、同年６月分までの預かり保育料については、なお従前の

例による。 
（芦屋市福祉センターの管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 



１５ この条例の施行の際、第１４条の規定による改正前の芦屋市福祉センターの管理に関する条例の規定に基づいて使用許

可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（芦屋市立老人福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

１６ この条例の施行の際、第１５条の規定による改正前の芦屋市立老人福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定に基づ

いて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（芦屋市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置） 
１７ この条例の施行の際、第１６条の規定による改正前の芦屋市都市公園条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に

係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
（芦屋市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

１８ この条例の施行の際、第１７条の規定による改正前の芦屋市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の規定に基づい

て使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 


